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名張市学校の管理に関する規則の一部を改正する規則の 

制定について

名張市学校の管理に関する規則（昭和３４年教育委員会規則第２４号）の

一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。
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   名張市学校の管理に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

１．改正理由 

  学校教育法の一部改正により事務職員の職務規定が見直されたことに伴い、所要の改

正を行うものとする。 

２．改正内容 

  事務職員の職務規定を「事務に従事する」から「事務をつかさどる」に改める。 

３．施行期日 

  公布の日から施行する。 



   名張市学校の管理に関する規則の一部を改正する規則 

 名張市学校の管理に関する規則（昭和３４年教育委員会規則第２４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１１条の２第１項の表事務職員の項中「に従事する」を「をつかさどる」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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名張市学校の管理に関する規則の一部を改正する教育委員会規則新旧対照表 

改正案 現行 

○名張市学校の管理に関する規則 ○名張市学校の管理に関する規則 

昭和34年３月31日教育委員会規則第24号 昭和34年３月31日教育委員会規則第24号

名張市学校の管理に関する規則 名張市学校の管理に関する規則 

第１条～第１１条 （略） 第１条～第１１条 （略） 

第11条の２ 学校に前条に定めるもののほか、必要

により次の職員を置く。 

第11条の２ 学校に前条に定めるもののほか、必要

により次の職員を置く。 

職員 職務 職員 職務 

養護教諭 （略） 養護教諭 （略） 

養護助教諭 （略） 養護助教諭 （略） 

助教諭 （略） 助教諭 （略） 

講師 （略） 講師 （略） 

学校栄養職員 （略） 学校栄養職員 （略） 

事務職員 事務をつかさどる。 事務職員 事務に従事する。 

用務員 （略） 用務員 （略） 

給食調理員 （略） 給食調理員 （略） 

２ （略） ２ （略） 

第16条～第26条 （略） 第16条～第26条 （略） 


